別記様式（第２条関係）
公文書開示請求書
　　年　　月　　日

鰺ヶ沢町長　殿

請求者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名（法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者又は管理人の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所（法人その他の団体の場合は、その事務所又は事業所の所在地）　　　
〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号（連絡先）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　鰺ヶ沢町情報公開条例第５条の規定により、次のとおり公文書を請求します。
	開示の方法
	□閲覧又は視聴だけ
□写しの交付だけ
□閲覧又は写しの交付　→送付を□希望する　□希望しない

	開示請求する公文書の名称又は具体的内容
	


（該当する□に✔印を記入してください。）

※以下は記入しないでください。
	担当課
	
	受付印

	決定期限
	
	




様式第1号（第3の1の⑵、⑸関係）

（表）
公文書の開示を求められた方へ

１　提出された公文書開示請求書の受付の日は、　　　年　月　日です。

２　決定通知は、請求書の受付の日から起算して、15日以内に行うことになっています。

３　やむを得ない理由により15日以内に決定通知を行うことができない場合は、その期間を延長することがあります。この場合には、決定期間を延長する旨を通知します。

４　請求のあった公文書が存在しないときは、遅滞なく、その旨を通知します。

５　公文書の開示は、その写しを交付する場合を除き、通知で指定する日時場所で行います。

６　開示することにより、公文書の保存に支障が生ずるおそれがある場合においては、公文書を複写したものにより閲覧、聴取又は写しの交付を行うことがあります。

７　公文書の写しの交付又は送付を希望された方は、裏面記載の費用を負担していただきます。

８　開示された情報は、条例の目的に即して適正に使用してください。

	受付開示窓口名
	総務課　総務班

	電話番号
	0173-82-0912





（裏）
写しの作成に要する費用
	公文書の種類
	写しの種類
	費用

	文書、図面又は写真
	複写機による複写したもの
	1枚あたり　白黒　　20円
カラー　80円
(日本工業規格A3まで)

	
	
	日本工業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

	フィルム
	マイクロフィルム
	用紙に印刷したものを複写機により複写したもの
	1枚あたり　白黒　　20円
カラー　80円
(日本工業規格A3まで)

	
	
	
	日本工業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

	
	写真フィルム
	印画紙に印画したもの
	業者委託の額

	電磁的記録
	用紙に出力したものを複写機により複写したもの
	1枚当たり　白黒　　20円
カラー　80円
(日本工業規格A3まで)

	
	
	日本工業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

	
	録音カセットテープ(120分テープに限る。)に複写したもの
	1巻あたり　130円

	
	ビデオカセットテープ(VHS方式の120分テープに限る。）に複写したもの
	1巻あたり　200円

	
	フロッピーディスク(3.5インチ2HDに限る。)に複写したもの
	1枚当たり　40円

	
	MOディスク(1.3ギガバイトまでのもの)に複写したもの
	MOディスクの購入経費に相当する額に10円を加えた額

	
	CD-R(650メガバイトまでのもの)に複写したもの
	CD-Rの購入経費に相当する額に10円を加えた額

	
	DVD-RAM(5.2ギガバイトまでのもの)に複写したもの
	DVD-RAMの購入経費に相当する額に60円を加えた額



※公文書の写しの送付を希望される場合は、上記の他、郵便料をご負担いただきます。
